
阿賀野市告示第２２０号 

 阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

  令和６年１２月２７日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱（平成２７年阿賀野市告示第５５

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項第１号中「及び阿賀野市集落排水処理施設条例（平成１６年阿賀野市条

例第１８０号）」及び「及び集落排水」を削る。 

 第１号様式中「、下水道事業受益者負担金及び集落排水事業分担金」を「及び下水道

事業受益者負担金」に、 

「 

下水道及び集

落排水接続の

有無 

□接続済み □工事に合わせて接続 □未供用区域 

」 

を 

「 

下水道接続の

有無 
□接続済み □工事に合わせて接続 □未供用区域 

」 

に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和６年１２月２７日から施行し、改正後の阿賀野市空き家リフォーム

支援事業補助金交付要綱の規定は、令和６年４月１日から適用する。 
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